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静静静岡岡岡県県県                                                                                                       

 
会    報 

〒422-8062静岡市稲川 2-1-33 
清水起業ビル 3 階 静岡県評内 

静岡県労働研究所 
℡054-287-1293 Fax054-286-7973 
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定 例 研 究 会 の 参 加 者 も 多 士 済 々 ！ 

 

″
同
一
価
値
労
働 

同
一
賃
金
と
は
―
″
（
第
４
回
） 

 
 

 
 

 
 

中
澤
秀
一
氏
（
特
別
研
究
員
） 

 

第
３
回
で
は
、
拘
束
性
の
根
拠
に
つ
い
て
の
発
表
と

討
論
を
行
い
、
そ
の
中
で
均
等
処
遇
に
お
け
る
同
一
価

値
労
働
同
一
賃
金
の
言
及
が
必
要
と
な
り
第
４
回
（
１

／
１
６
）
に
中
澤
氏
の
研
究
報
告
を
待
つ
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。 

 
中
澤
氏
は
、
こ
の
問
題
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
か
ら
生

ま
れ
、「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
は
仕
事
が
異
な
っ
て

い
て
も
、
そ
の
価
値
が
同
一
又
は
同
等
の
仕
事
を
行
な

っ
て
い
る
も
の
対
し
て
性
別
や
雇
用
形
態
に
拘
わ
ら
ず

同
じ
賃
金
を
支
払
う
こ
と
を
求
め
る
原
則
で
あ
る
。
同

一
労
働
同
一
賃
金
で
は
、
同
じ
仕
事
は
同
じ
賃
金
で
あ

る
が
、
違
う
仕
事
に
は
違
う
賃
金
で
よ
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
（
ぺ
イ
・

エ
ク
イ
テ
イ
）
の
原
則
に
は
こ
の
よ
う
な
大
き
な
意
味

が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 
 

諸
外
国
の
事
例 
 

ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
は
、

多
く
の
州
の
公
共
部
門
で
、「
コ
ン
パ
ラ
ブ
ル
・
ワ
ー
ス
」

の
呼
称
の
下
に

1980

年
代
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
た
。

「
コ
ン
パ
ラ
ブ
ル
・
ワ
ー
ス
」
と
は
全
く
同
じ
仕
事
で

は
な
く
て
も
「
価
値
」
が
同
じ
な
ら
同
じ
賃
金
が
支
払

わ
れ
る
と
い
う
価
値
観
念
で
あ
る
。
具
体
的 

適
用
と
し
て
、
仕
事
毎
に
熟
練
度
や
責
任
の
重
さ
を�

 

�

検
討
し
て
点
数
を
つ
け
、
同
点
の
仕
事
に
は
同
じ
賃

金
と
す
る
雇
用
形
態
が
既
に
幾
つ
か
の
州
で
実
施
さ

れ
て
い
る
。 

 

カ
ナ
ダ
の
場
合
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
こ
の
原
則
は

1987

年
に
「
ペ
イ
・
エ
ク
イ
テ
ィ
法
」
と
し
て
立
法
化

し
、
民
間
企
業
も
含
め
実
行
を
義
務
付
け
、
こ
の
原
則

の
実
現
す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
は
、
仕
事
の
価
値
を
公

正
に
評
価
す
る
中
立
な
職
務
評
価
シ
ス
テ
ム
が
確
立

す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ペ
イ
・
エ
ク
イ
テ
ィ
法
」
は
、

技
能
、
負
担
、
責
任
、
労
働
環
境
の
４
つ
の
フ
ァ
ク
タ

ー
に
よ
っ
て
職
務
の
評
価
を
義
務
付
け
し
、
実
際
に
は

職
務
の
価
値
を
評
価
す
る
の
は
、
使
用
者
・
労
働
組
合

代
表
・
そ
の
仕
事
に
従
事
す
る
労
働
者
等
に
よ
っ
て
職

場
に
作
ら
れ
た
職
務
評
価
委
員
会
で
あ
り
、
使
用
者
＝

企
業
側
が
一
方
的
に
評
価
す
る
の
で
は
な
い
。
日
本
に

も
導
入
す
る
場
合
に
は
、
多
く
の
点
で
参
考
に
な
る
。 

 

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
１
９
７
０
年
「
同
一
賃
金
法
」

で
、
「
同
一
も
し
く
は
類
似
の
労
働
」
と
「
職
務
評
価

制
度
（
Ｊ
Ｅ
Ｓ
）
で
同
等
と
さ
れ
た
場
合
」
に
は
「
同

一
価
値
労
働
」
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
同
一
価
値
労
働

の
実
施
条
件
は
、
①
職
務
給
制
度
が
一
般
的
で
あ
る
こ

と
②
職
務
価
値
を
測
る
Ｊ
Ｅ
Ｓ
の
普
及
。
こ
の
法
律
の

実
行
要
件
は
、
雇
用
裁
判
所
や
機
会
均
等
委
員
会
が
労

働
組
合
や
個
々
の
労
働
者
の
訴
え
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

体
制
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
中
澤
特
別
研
究

員
は
外
国
の
事
例
を
報
告
し
、
日
本
へ
の
適
用
に
言
及

し
た
。�
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日
本
へ
の
適
用
と
課
題 

 
日
本
で
は
、
職
種
・
職
務
の
内
容
は
欧
米
の

よ
う
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
経
過
と

し
て
Ｉ
Ｌ
Ｏ
１
０
０
号
条
約
の
専
門
委
員
会
か

ら
、
９
４
年
に
客
観
的
基
準
に
基
づ
い
て
異
種

労
働
を
比
較
評
価
す
る
方
法
の
導
入
を
要
請
さ

れ
た
が
、
Ｊ
Ｅ
Ｓ
の
採
用
に
よ
る
同
一
価
値
労

働
の
規
定
の
実
施
を
政
府
は
日
本
の
賃
金
制
度

に
馴
染
ま
な
い
と
言
っ
て
導
入
を
見
送
っ
た
。 

 

こ
こ
で
職
務
評
価
の
方
法
を
２
つ
の
面
か
ら

分
析
す
る
こ
と
を
提
起
さ
れ
た
。
①
数
量
的
な

方
法
（
主
に
作
業
現
場
で
用
い
ら
れ
る
）
…
要

素
比
較
法
（
困
難
度
・
責
任
度･

作
業
条
件
等
の

評
価
要
素
を
定
め
、
次
に
選
ん
だ
仕
事
の
要
素

ご
と
に
価
値
序
列
を
決
め
る
。
評
価
の
順
位
に

よ
っ
て
賃
金
を
設
定
）
と
点
数
法
（
評
価
要
素

を
選
び
、
要
素
ご
と
点
数
で
評
価
し
点
数
に
応

じ
て
賃
金
の
設
定
）、
②
非
数
量
的
な
方
法
（
事

務
や
管
理
部
門
に
用
い
ら
れ
る
）
…
序
列
法
（
そ

れ
ぞ
れ
仕
事
の
重
要
度
・
困
難
度
を
相
互
に
評

価
仕
事
の
価
値
序
列
を
決
め
る
）
と
分
類
法
（
あ

ら
か
じ
め
幾
ら
か
の
職
級
と
職
級
定
義
を
定

め
、
そ
の
定
義
に
従
っ
て
其
々
の
仕
事
の
価
値

付
け
を
行
な
う
）。
こ
の
職
務
評
価
は
、
賃
金
構

造
の
決
定
の
土
台
で
あ
り
、
決
し
て
職
務
評
価

の
結
果
と
賃
金
水
準
の
決
定
は
一
致
し
な
い
が

賃
金
格
差
に
一
定
の
公
正
な
論
理
の
道
具�

 

�

と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
男

女
格
差
、
正
規
と
非
正
規
の
格
差
是
正
に
大
き

な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い

る
。 

パ
ー
ト
の
日
本
型
均
衡
処
遇
の
確
立
へ 

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
研
究
会
最
終
報
告
」
の

報
告
書
で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
労
働
時

間
に
よ
る
差
別
的
取
扱
い
禁
止
の
立
法
化
」
し

て
い
る
こ
と
に
触
れ
「
わ
が
国
で
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
国
と
仕
事
の
組
立
て
方
や
処
遇
の
仕
組

み
が
異
な
り
、
正
社
員
の
間
で
も
外
形
的
に
同

じ
仕
事
で
も
処
遇
が
異
な
り
う
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
な
意
味
で
も
『
同
一
労
働
同
一
賃
金
』�

 

�

原
則
が
公
序
と
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た

い
」
と
し
て
、「
今
後
、
わ
が
国
で
柔
軟
で
多
様

な
働
き
方
が
『
望
ま
し
い
』
形
で
拡
が
る
為
に

は
、『
日
本
型
均
衡
処
遇
ル
ー
ル
』
の
確
立
が
必

要
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。」
と
中
澤
氏

は
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
面
の
目
指

す
べ
き
ル
ー
ル
は
、「
均
等
処
遇
原
則
タ
イ
プ
」

均
衡
配
慮
義
務
タ
イ
プ
」
の
二
者
択
一
で
は
な

く
二
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
展
望
で
き
る
。
①
「
同

一
職
務
・
合
理
的
理
由
な
し
ケ
ー
ス
」
…
「
均

等
処
遇
原
則
タ
イ
プ
」
に
基
づ
い
て
パ
ー
ト
の

処
遇
決
定
方
式
を
正
社
員
に
合
わ
せ
る
こ
と
。

②
「
処
遇
を
異
に
す
る
合
理
的
理
由
が
あ
っ
て

も
、
現
在
の
職
務
が
正
社
員
と
同
じ
ケ
ー
ス
」

…
幅
広
く
「
均
衡
配
慮
義
務
タ
イ
プ
」
に
基
づ

く
均
衡
配
慮
措
置
を
求
め
る
。 

 
 

結
論
と
今
後
の
論
点 

 

現
在
、
日
本
が
批
准
し
て
い
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
１
０

０
号
条
約
○注
は
同
一
価
値
の
労
働
に
つ
い
て
の

男
女
に
対
す
る
同
一
報
酬
に
関
す
る
条
約
で
あ

り
、
ま
た
、
国
連
人
権
規
約
社
会
権
規
約
第
７

条(

ａ)
(

ｉ)

○注
で
も
、
契
約
形
態
の
違
い
を
問

わ
ず
全
て
の
労
働
者
に
対
し
て
公
正
賃
金
と
同

一
価
値
同
一
報
酬
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
批
准
す
る
わ
が
国
は
、
こ
れ
ら
を
実
現
す
べ

く
国
際
的
責
務
を
お
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
よ
っ
て
「
パ
ー
ト
・
有
期
」
差
別
の
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�
禁
止
、
均
等
待
遇
原
則
の
法
制
化
が
急
が
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
と
結
論
付
け
て
、
わ
が
国
政

府
の
対
応
の
遅
れ
に
対
し
て
、
実
現
に
向
け
て

の
運
動
の
強
化
が
指
摘
さ
れ
た
。 

そ
こ
で
論
点
を
整
理
す
る
と
、
①
ど
こ
ま
で

を
同
一
労
働
価
値
同
一
賃
金
と
解
釈
す
る
の

か
？
（
丸
子
警
報
機
事
件
判
決
で
は
、
臨
時
社

員
（
女
性
）
８
割
程
度
を
勝
取
っ
た
。
京
ガ
ス

男
女
賃
金
差
別
事
件
判
決
で
は
８
割
５
分

を
）
。
…
こ
う
し
て
法
的
に
は
確
定
は
し
て
い

る
が
、
実
態
的
に
格
差
は
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る

の
か
、
②
現
状
、
職
能
給
中
心
の
賃
金
体
系
で

も
同
一
価
値
同
一
労
働
賃
金
は
実
現
可
能

か
？
と
問
い
「
職
務
・
職
務
評
価
」、「
職
務
遂

行
能
力･

職
能
評
価
」、
賃
金
の
三
角
関
係
を
同

一
価
値
労
働
同
一
賃
金
原
則
の
下
で
ど
う
整

理
し
て
い
く
の
か
。
と
提
起
し
て
、
今
日
に
お

け
る
実
態
で
は
、
職
務
の
範
囲
等
が
明
確
化
さ

れ
て
い
な
い
と
言
及
し
発
表
を
終
え
た
。 

〝
発
言
と
討
論
〟 

 

内
容
の
濃
い
テ
ー
マ
の
た
め
、
布
川
所
長
よ

り
問
題
点
の
整
理
に
入
り
、
参
加
者
の
感
想
や

職
場
の
現
状
に
つ
い
て
討
論
に
入
っ
た
。 

 

市
立
病
院
の
職
場
の
現
状
は
、
正
規
労
働
者

が
い
な
い
と
き
は
パ
ー
ト
な
ど
非
正
規
労
働

者
が
、
そ
の
職
場
で
全
責
任
を
持
っ
て
仕
事
を

や
っ
て
い
る
。
職
務
上
で
は
同
一
価
値
労
働�

 

�

で
あ
っ
て
も
賃
金
格
差
が
存
在
し
て
い
る
。 

 

金
融
の
職
場
で
は
、「
利
益
を
生
み
出
さ
な
い

人
は
、
利
益
を
生
み
出
す
人
と
の
処
遇
の
格
差

（
賃
金
）
が
あ
っ
て
も
当
然
で
あ
る
」
と
言
っ

て
い
る
。
正
規
に
は
目
標
管
理
が
徹
底
さ
れ
、

パ
ー
ト
に
は
目
標
管
理
が
な
い
た
め
、
現
状
で

は
正
規
か
ら
パ
ー
ト
へ
の
希
望
が
少
な
か
ら
ず

あ
り
、
成
果
主
義
賃
金
に
対
す
る
不
満
が
出
て

い
ま
す
。
更
に
、
正
規
労
働
者
は
、
利
益
を
生

み
出
す
た
め
に
様
々
な
資
格
取
得
が
目
標
と
な

り
、
毎
日
が
目
一
杯
で
身
体
も
心
も
ク
タ
ク
タ

に
な
っ
て
い
る
。 

 

生
協
で
は
、
職
務
の
内
容
や
責
任
が
同
じ
で

あ
る
「
パ
ー
ト
」
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
を

切
り
口
に
し
て
、
同
一
で
あ
れ
ば
均
衡
よ
り
均

等
に
向
け
て
の
協
議
の
確
認
が
始
ま
っ
た
と
こ

で
あ
る
。 

 

神
田
所
員
は
、
成
果
の
み
強
調
さ
れ
る
と
職

務
給
が
変
形
し
、
評
価
の
仕
方
に
も
恣
意
的
に

な
っ
て
し
ま
う
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
男
女
の
賃

金
格
差
が
問
題
さ
れ
た
が
、
５
５
歳
に
な
る
と

賃
金
が
下
が
る
。
ま
た
、
同
一
価
値
労
働
同
一

賃
金
原
則
に
ど
う
対
応
す
る
か
、
今
後
の
課
題

で
あ
る
。 

 

多
田
所
員
は
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
を

前
面
に
出
し
す
ぎ
る
と
、
生
計
費
原
則
と
の
か

か
わ
り
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
。
同
一
労
働�

 

�

・
同
一
賃
金
に
お
け
る
同
一
労
働
は
、
労
働

の
価
格
で
あ
っ
て
、
労
働
力
の
対
価
で
な
い
た

め
、
生
計
費
原
則
の
位
置
づ
け
が
重
要
で
あ

る
。
ま
た
、
全
労
連
と
し
て
同
一
価
値
労
働
同

一
賃
金
に
つ
い
て
の
考
え･

取
組
は
ど
う
か
。 

 

足
立
理
事
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
コ
ン
パ
ラ
ブ

ル･

ワ
ー
ス
」
や
カ
ナ
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
の
職
務

評
価
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
の
医
療
行
為
に
お

け
る
点
数
制
と
類
似
し
て
い
る
点
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
提
起
し
て
い
る
。 

 

ま
と
め
と
し
て
！ 

 

中
澤
氏
の
発
表
を
受
け
て
、
参
加
者
の
発
言

が
多
岐
に
わ
た
り
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金

に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る
と
同
時
に
職
務
評

価
制
度
（
Ｊ
Ｅ
Ｓ
）
の
導
入
は
、
わ
が
国
の
場

合
労
働
組
合
の
組
織
率
低
下
や
運
動
の
弱
体

化
に
伴
い
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

パ
ー
ト
非
正
規
労
働
者
の
正
規
と
の
格
差

是
正
や
均
等
処
遇
の
確
立
に
向
け
て
の
プ
ロ

セ
ス
の
深
ま
り
、
パ
ー
ト
で
も
自
立
で
き
る
賃

金
へ
の
要
求
も
強
ま
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
か
ら
、
次
回
（
第
５
回
）
定
例
研
究

会
の
テ
ー
マ
「
年
金
問
題
と
パ
ー
ト
労
働

者･
･
･

」
に
決
め
、
中
澤
氏
に
発
表
報
告
を
お

願
い
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
文
責 

片
桐
） 
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☆
２
月
12
日
（
木
）
18:

30
～ 

於:

静
岡
労
政
会
館 

第
１
２
回
理
事
会 

☆
２
月
15
日
（
日
）
13:

00
～
於:

ふ
し
み
や
ビ
ル 

 
 

中
小
労
組
交
流
会
「
経
営
分
析
学
校
」 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

講
師
：
神
田
健
夫
所
員 

☆
２
月
20
日
（
金
）
18:

30
～ 
於:
静
岡
労
政
会
館 

 
 

第
５
回
定
例
研
究
会
（
年
金
問
題
と
パ
ー
ト
） 

☆
２
月
28
日
（
土)

13:

30
～
於:

清
水
テ
ル
サ
６
階 

 
 

「
年
金
シ
ン
ポ
」
ゲ
ス
ト:

中
澤
特
別
研
究
員 

☆
３
月
19
日
（
金)

18:

30
～
於:

静
岡
労
政
会
館 

 
 

第
６
回
定
例
研
究
会 

 
【参考資料】 

 ○注 -1．ILO100 号条約（同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報 
   酬に関する条約）は、1951 年に採択され、日本政府も 1967 年にこの条約 

を批准している。 
 ○注 -2．国際人権規約社会権規約第 7 条「公正な賃金およびいかなる差別もない

同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働

について同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が

保障されること」 
 「労働基準法」 
 第 3 条（均等待遇）：「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由と

して、賃金、労働時間、その他の労働条件について、差別的取扱いをして

はならない」 
 第 4 条（男女同一賃金の原則）：「使用者は、労働者が女性であることを理由と

して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」 


